
17．内需拡大に関する対策及び対外経済対策について（抜粋）

昭和60年12　月　2　8　巳

経　済　対　策　閣　僚　全　島

政府・与党対外経済対策推進本部

昭和60年は、我が国経済社会が一層の国際化へ向けて大きく歩みを進めた年で

あった。政府は、．行財政改革を進める中にあって、4昂の「対外経済対策．」の決定

に従い、「市場アクセス改善のためやアクション・プログテム」を策定し、その実

行を早めつつ着実に実施するとともに、．政府開発援助の第三次中期目標を設定した。

また、9月に開催された先進5か国蔵相会議の決定を受けて国際的協調による円高

基調の定着化に努めるとともに、10月には民間活力を最大限に活用することを基

本とする「内需拡大に関する対腋」を策定し、実行に移し’たところである‘。

昭和61年においては、我が国は、内需主導型経済成長が進められることが望ま

れており、他方、対外的には、東京における主要国首脳会議の開催、新たな多角的

買易交渉の開始を控え、その国際経済社会に占める地位にふさわしい役割と頁任を

担い、自由貿易体制の維持・強化に向け率先して努力するとともに調和ある対外経

済関係の形成と世界経済活性化への積極的貢献を行うよう最大限の努力を払うこと

が要請されている。一方、我が国財政は依然として大幅な不均衡の状態にある。

今般、こうした視点から本年における我が国の政策的努力とその’実施状況をとり

まとめる上ともに、昭和61年度予算における予算・税制措置のうち特に内需拡大

に賀する対策についてとりまとめた。

我が国としては、内需を中心とした景気の持続的拡大を図るとともに、経済の拡

大均衡を通じて対外不均衡の是正を図るため、昭和60年の成果を踏まえつつ、引

き続きこれら施策を着実に実施していく所存である。
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観が四としては、経済の拡大均衡を通じて経済麻掬の解滑を目指すため、去る10月15日にr内需拡大に関する

対策」を決定しこれを靴実に実行しているところであるが、その際、予持・税弼m河を伴う鰻策については、その接

の予拝編成、税別改正の過程で検討することとしていた．．

政府としては、昭和6，1年度において、内需を中心とした罰気の持続的拡大を図るため、円レートの動向とその偶

内径活に及ぼす影守に適切な注意を払いつつ引き続き適切かつ扱勤的な経済連宮に努めるとともに、民間活力が最大

限発揮されるよう法割度を含めて環境の鼓麓を行うこととする．

このため、　　’

1．－財政投融只等の活用により、公共事桑の罰窮策につ一書的年蚊以上の伸び率を靴便1る、

2．住宅減税を行い、設備投賓促進のための税制上の措置を璃する、

3．昆隠活力の活用を回ることとし所要の柑環を調する

等を中心に、下記の諸施策を実施する．

また、内外経済動向及び国際通貞憐功を注視しつつ、金敷政策の適切かつ徴動的な運営を回る．

1．住宅建設・郡市的発の促進

（1）住宅減税

住宅取得毒の負担の軽減を通じ、内需の拡大等に謁するため、居住用住宅の取得等のための公内見会を含む倦

入金等の残高の一定割合相当餌を3年間にわたって所持現前から控除する住宅取樗促進税綱を創憫するほか、住

宅取得費金に係る宙与税の特例を拡充する，また、住宅又は住宅用土地を取得した場合の不動産取町税の梗削訪

露について、その適用期限を延長する．

（2）予持上の相思

①　住宅金融公印

住宅建設を促進し、屑注水岬の面上を団るため、偶人住宅に係るIlO封勲而m慣分の引上げ、住宅改良等

の買付限霞餌の増額、土地担保賃貸住宅の責付要件の法相等の貸付条件改酎笛訳を活するとともに、特別割

増只付の講用を回ることにより、酎寸戸数を51万戸（前年度当初比2万戸憎）とする．

また・偶人住宅に係る貸付対象而梢区分の引上げ等の改割引環については、昭和61年1月から適用する
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こととし、その効架の専椚死罰を回る．

◎　公伍分鴻宅地の取岬に廃る初椚負担の軽減

偶人の分m宅地の取閏を容易にし、住宅珪投の促進に汽するため、住宅・訪印範爾公団の住宅専用地の謂

・渡に係る劉賦条件を大幅にぜ招することにより、初網負担の軽減を回る．

⑳　郡市の高度利用と訪布且能の更新を進めるため、市街地再開発事業等を更に推進することとし、所要の柑

蜜を綱する．

2．設備拉只・技術開発の促進

く1）税割上の措置

◎　エネルギー萎茄高度化設備投資瞑進税制の創設

エネルギー甚盟高度化設脇について、特別仇都制虎と特別税額控除糾度とのいすれかの選択を認めるエネ

ルギー連名高度化準備投狩促進税制を鋸2する．

②　中小企業新技術休叱投只促進税別の拡充

中小企業新技術休化投只促進畏割について、対象投稿の拡充を行った上、その適用期限を延長する．

⑳　電線類地中化設備に対する鋭利上の特例柑置の創設

電線類の地中化設備について、特別佐郡桝度を劇没するとともに、固定資産税の諜税標準を5年間にわた

って軽減する措置を窮する．

◎　都市鉄道整備促進準葡金利度の創設

特定都市鉄道覿櫛促進特別措置法（仮称）の削定に伴い、郡市鉄道整備促進準備金割腹を創設する．

（餉考）上記◎及び②については、当該糾度の対象設備のうち桧人により取博したものについて柄別院節串又は

税箭控除率を割増しする特例措置を罰する．

（2）予欝上の措置

①　民周における基飴技術に関する試験研究の一房の促進を居るため設立された姦館技術研究促進センターの

運営基盟を強化し、事業の本格的な展開を図ることとし、出融只の充実等所要の措霞を鍾する．

②　民間における生物系特定産業の技桁開発の促進を切るため生物系特定産菜技術研究推進概桐く仮称）を設

立し、出融資等所要の柑苛を縄する。

③　配電線地中化・配電自動化を目的とした配電羞繁昌度化敵方糾度等を創設する．

3．公共拉貝の拡大

（1）公共事粟の郡菜只の拡大
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闇
①．昭和61球欄＝こおいては、桐削良級R等の活用により、公共堺桑の堺興和こつき的種皮以上の伸び率を糀

保する．

◎　昭和60年10月15日の「内副広大に切する対陣jにおいて寧桑河で4．’500恰円の睨抑餌場釣但行

為の活用を決定しているが、今回の封筒にあいて更に1．500位円を追加する．

③‘特に公共事桑実施機闇については、朗剛史放資の馴蔓的活用を留る．このような見地から昭和61年度に

糾、ては、公共堺襲実應魯闇に対する削敢拉紐界規模の柁保・拡大に努めるとともに、重態鍵陥特別会計、

日本下水道事業由、東京湾愉斯道路建設事粟株式会社（仮称〉等に新規に削取扱蝕策資金を海人する．その

結果、公共事素案應厳闇に対する財政投撒只規模は、総領3兆5千性円く紳年度比11．9パーセント増）

となる．

（2）地方単独事業

地方単独事業ヒついては、昭和61年度地方財政計画上、総額8兆7千放円く前年度比’3．7／トセント増）

の事業費を見込み、地域の実鴇に応じ．た効果的な事業実康を期待するものとする．

また、地方仇計面において、下水遼寧乗等公営企桑同感の事桑を含めた地方剛独堺桑の円椚な実施を図るため

財取扱触覚資金を始め所要の地方惧資金を稽俣する．

さらに、新たに東京節の下水道単独事乗及び地下鉄建設事乗について、政府保証外敬の発行を悪め、事業の視

桂的な促進を回る．

4．公共的事案分野への民間活力の導入等

（1）いわゆる大規模プロジェクトについては、東京湾机噺道路及び明石雨域大把の建設に寄手することとする

◎　東京湾仇斯道笛

（イ）民間、地方公共団体及び日水道笛公団の出貫による民間会社を設立する．
t

（ロ）進路の建設資金は、出費会、社餌等民間惜入金、日本開発銀行馳貝、連帯開発東金、財政投融苅汽金

等により隅成する．このため、敢闘保証、社債発行限度の特例のほか、本市粟限りの特別芯霞として

割引債形式による特別公共罪業位の発行を思めるとともに、全社に対する出資について法人税の計

その10バTセントを所褐控除する．

（ハ）民間技術力、経営力の活用を図るため、会社が建設と管理を行う．

②　明石海戦大橋

本年7月の臨時行敢改革推進布措章愚見に治って、同の角猥牽梓減し昆閉講力の

没する．

（2）また、民間活力の講和による持定雄頂の貯齢叩薫の腰進に口可るため、これらの耶

活用を因ることにより珪≡
．J

こ1

し、1

遥
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蕪に係る一定の臓用につ

いて、特別桐畑制度寺を相綾するほか、不軌踵馴！†摸、同定再拝摸、持馴土地保市現及び

の摘取等を持する。
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（3日目①及び間の相同のため、t今通常国会において桧別の熱闘を回ることとし、摘要の扶押雲を提出する．

（．4）闇西窃隈空港

民間活力を導入した関西国際空港株式会社により事業を進めることとしている関西包碍空港については、水場

着工に向けて事業欝を大幅に増額する．

（5）さらに、各地において実膳されているテクノポリス等地方にあける民間活力活用プロジェクトについて、そ

の着実な推進を回る．・
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